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議第１４３号

令和３年度新発田市後期高齢者医療特別会計予算

令和３年度新発田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の 第 項の規定による一時借入金

の借入の最高額は、 千円と定める。

令和３年２月２５日提出

新発田市長 二階堂 馨
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　　　　　　　該　当　な　し

給　与　費　明　細　書(後期高齢者医療特別会計)

（

（

（

　　イ　（１)総括のうち会計年度任用職員

△19 △21

前年度

本年度

退職手当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

管理職員
特別勤務
手　　当

特殊勤務
手　　当

時 間 外
勤務手当

通勤手当 住居手当

千円千円 千円 千円

△1,382 △7,785
△1 

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

区　分
扶養手当 期末手当 勤勉手当

管 理 職
手　　当

比　　較
（ ）

△4,435 △1,968

前 年 度
）

千円千円

本 年 度
）
人

備　　　考
報　　酬 給　　料 職員手当 計

千円 千円 千円 千円

）

）

△1 

※（　）内は、短時間勤務職員数（外書き）

△19 △21

合　　　計

千円

△6,403

住居手当
時 間 外
勤務手当

退職手当

△735比　較

△6,403

比　較 △120 △1,073 △735

宿 日 直
手　　当

　　ア　（１)総括のうち会計年度任用職員以外の職員

区　　分

前年度

△120

職員数

△1,073

給　　　　　与　　　　　費
共　済　費

職員手当
の 内 訳

千円

勤勉手当
区　分

千円

（１）総　括

（

計

１　一　般　職

共　済　費

比　　較

本 年 度

前 年 度
（

千円千円 千円
）

区　　分
職員数

人 千円
職員手当給　　料

千円千円

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬

千円千円

千円

備　　　考合　　　計

千円

期末手当扶養手当

千円

本年度

△1,968

千円 千円

管 理 職
手　　当

△4,435

管理職員
特別勤務
手　　当

特殊勤務
手　　当

宿 日 直
手　　当

通勤手当

千円

△1,382 △7,785

職員手当
の 内 訳
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

扶養手当
期末手当
勤勉手当
通勤手当
住居手当

（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

　　イ　初　任　給

その他の増減分

その他の増減分

一　般　行　政　職

△1,930千円

32歳4月

△21千円 

区　　　　　分

職員手当

その他による増減

△1,968千円

△1人 

給与改定に伴う増減分 △38千円

―人 

期末手当

　その他

会計間異動等による増減
△1,939千円 △1,035千円 

（現に在職する常勤職員数）

備　　　　　考

△38千円 

職員の異動状況

平均昇給率

　採　用

　前年度 4人 
3人 

　増　減

採用退職等の状況
―人 

△19千円 

△1人 

　退　職

△120千円 

国

一般行政職(円) その他の一般職(円)

そ の 他 の 一 般 職技　能　労　務　職

9千円

△735千円 

　　　　　(円)

36歳2月

その他の一般職

△4,622千円

区　　　分

平均給料月額(円)

技能労務職(円)

平  均  年  齢

令和3年1月1日現在

会計間異動等による増減△4,622千円

大　学　卒

　　　　　(円)

増減額の増減事由別内訳

平均給与月額(円)

技能労務職

昇給に伴う増加分

平均給料月額(円)

説　　　　　明増　減　額

　本年度

区　分

187千円△4,435千円

　　　　　(円)

平  均  年  齢

給　　料

令和2年1月1日現在

高　校　卒

一般行政職

平均給与月額(円)
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　　ウ　級別職員数

計計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 1 級

2 級
）

2 級

3 級

2 級
（ ） （

4 級 4 級 4 級

5 級 5 級 5 級

7 級

6 級 6 級 6 級

8 級

7 級 7 級

令和2年1月1日
現在

8 級 8 級

3 級 3 級

計計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 1 級

2 級
）

2 級2 級
（ ） （

4 級

3 級 3 級
令和3年1月1日

現在

8 級 8 級

主　　　事
保　健　師

主　　　任

３　級 ２　級

3 級

主　　　事
保　健　師

主　  　任

5 級

4 級

４　級

4 級

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

7 級

5 級

6 級

7 級

6 級

7 級

8 級

職員数(人)職員数(人) 構成比(％)構成比(％) 級

そ の 他 の 一 般 職

5 級

級構成比(％)

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

区　　　分

級 職員数(人)

特に困難な業
務を行う7級の
職務

困難な業務を
行う6級の職務

６　級

課 長 補 佐

５　級

　　(級別の基準となる職務)

6 級

その他の一般職

係　  　長課　　　長

１　級

主　　　事 主　　　事

区　　　分 ８　級 ７　級

一般行政職

係　  　長課 長 補 佐課      長
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　　エ　昇給

　　オ　期末手当・勤勉手当

　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　　キ　特殊勤務手当

　　　　　　　該　当　な　し

（

※（　）内は再任用職員の支給期別支給率

技能労務職

 級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率
区      分

） （
本 年 度

（

定年前早期退職特例措置

（2%～45%加算）

６月（月分）

） （

前 年 度

定年前早期退職特例措置

（2%～45%加算）

備　　　　考

国の制度
（支給率等）

支給率等

区　　分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

国の制度
（

有

） （

その他の加算措置等
35年勤続の者

（月分）

）

） ）

）

（

有
（ ）

備　　　考
12月（月分） （月　分）

支 給 率 計  職制上の段階、職務の

）
有

（

４号給 （人）

本年度

職　員　数（Ａ）　　　（人）

一般行政職

職　員　数（Ａ）　　　（人）

２号給 （人）

１号給 （人）

３号給 （人）

比率（Ｂ）／（Ａ）  　（％）

３号給 （人）

４号給 （人）

前年度
号給数別内訳

区　　　　　　分 合　　　計
代  表  的  な  職  種

比率（Ｂ）／（Ａ）  　（％）

昇給に係る職員数（Ｂ）（人）

１号給 （人）

２号給 （人）

号給数別内訳

昇給に係る職員数（Ｂ）（人）
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　　ク　その他の手当

同　　　　じ

通　　勤　　手　　当

区             分 差異の内容

同　　　　じ

同　　　　じ

扶　　養　　手　　当

住　　居　　手　　当

国の制度との異同


